
悪質商法の被害に 

あわないために 

    令和７年度 前期 NESPA主催事業  中村生涯学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

■応募者が定員を超えた場合は、締切日翌日以降に抽選を行います。 
■当選された方は、所定の期日までに当センター窓口で受講手続きをしてください。 
■受講できるのは当選者ご本人に限ります。また、介助者を除き受講者以外の同伴はできません。 
■入力されました個人情報は、本申込事務以外には使用いたしません。 

【対象】 一般 （中学生を除く１５歳以上の方） 
【定員】 20人  

※参加人数が一定以下の場合は、開講しないこともありますので、ご了承ください。 

【費用】 無料 
【講師】 名古屋市消費生活センター 消費生活相談員 
【締切日】 ７月２２日（火） 必着 

悪質商法の最近の事例や対処方法、防止策などについて学習をします。 

8月 25日（月） 10:00～11：30 

【応募方法】
＜お問い合わせ＞ 

名古屋市中村生涯学習センター 
  〒453-0044 名古屋市中村区鳥居通 3-1-3 TEL：052-471-8121 
【指定管理者】（公財）名古屋市教育スポーツ協会 

 


